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議第98号

京都市敬老乗車証条例の一部を改正する条例の制定について

　京都市敬老乗車証条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和３年９月22日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市敬老乗車証条例の一部を改正する条例

第１条　京都市敬老乗車証条例の一部を次のように改正する。

　　第２条第１号中「70歳」を「75歳」に，「寝たきりの状態その他これに

準じる状態であって，公共交通機関の利用が困難であると認められる状態

にある者」を「次条第２項の規定による通知をした日（以下「通知日」と

いう。）の属する年度分（通知日が４月１日から６月30日までの間にある

場合にあっては，当該通知日の属する年度の前年度分）の地方税法（以下

この号において「法」という。）第５条第２項第１号に規定する市町村民

税（特別区が法第１条第２項の規定により課する同号に規定する市町村民

税を含む。以下「市町村民税」という。）が課されている者であって通知

日の属する年の前年（通知日が１月１日から６月30日までの間にある場合

にあっては，当該通知日の属する年の前々年）の法第292条第１項第13号

に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）が7,000,000円

以上であるもの」に改める。

　　別表第１備考以外の部分を次のように改める。

区　　　　　　　　分 負　担　金

１
通知日の属する年度分の市町村民税が課されていない者又は

これに準じる者として別に定めるもの

円

9,000　

２

通知日の属する年度分の市町村民税が課されている者であっ

て通知日の属する年の前年の合計所得金額が2,000,000円未満

であるもの又はこれに準じる者として別に定めるもの

15,000　



（議第98号）2

３

通知日の属する年度分の市町村民税が課されている者であっ

て通知日の属する年の前年の合計所得金額が2,000,000円以上

4,000,000円未満であるもの

30,000　

４

通知日の属する年度分の市町村民税が課されている者であっ

て通知日の属する年の前年の合計所得金額が4,000,000円以上

7,000,000円未満であるもの

45,000　

　　別表第１備考３を削り，同備考２を同備考３とし，同備考１の次に次の

ように加える。

　　　２　通知日が４月１日から６月30日までの間である場合におけるこの

表の適用については，同表中「年度分」とあるのは「年度の前年度

分」とする。

第２条　京都市敬老乗車証条例の一部を次のように改正する。

　　第１条中「高齢者が」を削り，「なく，」の右に「又はその券面額に応じ

て高齢者が」を加える。

　　第11条を第13条とし，第10条を第12条とし，第９条を第11条とする。

　　第８条第２項中「第２種敬老乗車証」の右に「及び敬老乗車券」を加え，

同条を第10条とする。

　　第７条中「敬老乗車証」を「第１種敬老乗車証及び第２種敬老乗車証」

に改め，同条に次の１項を加える。

　２　敬老乗車券については，有効期間を定めない。

　　第７条を第９条とする。

　　第６条中「ときは，」の右に「第１種敬老乗車証又は第２種敬老乗車証

の交付を受けようとする者の」を加え，同条を第８条とする。

　　第５条ただし書中「ただし，」の右に「敬老乗車券を所持する交付対象

者が，当該敬老乗車券が不要であるとして負担金の払戻しを請求するとき

その他」を加え，同条を第６条とし，同条の次に次の１条を加える。

　（手数料）
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　第７条　市長は，負担金を還付する場合は，520円の範囲内において別に

定める手数料を徴収することができる。

　　第４条本文中「前条第２項」を「前条第３項」に改め，同条ただし書中

「について」を「が，第１種敬老乗車証又は第２種敬老乗車証の交付を受

けようとする場合」に改め，同条を第５条とする。

　　第３条第２項中「前項」を「第１項」に，「交付対象者」を「敬老乗車

証の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）」に改め，同項を

同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。

　２　前項の場合において，交付申請者は，第１種敬老乗車証（交付申請者

が，第２種敬老乗車証の交付の対象となる者である場合にあっては，第

２種敬老乗車証を含む。）又は敬老乗車券のいずれか一方の交付を申請

することができる。

　　第３条を第４条とする。

　　第２条各号列記以外の部分中「敬老乗車証」を「第１種敬老乗車証又は

敬老乗車券」に改め，「（以下「交付対象者」という。）」を削り，「次の各

号に掲げる種類の区分に応じ，それぞれ当該各号に掲げる者」を「本市の

区域内に住所を有する75歳以上の者（次条第３項の規定による通知をした

日（以下「通知日」という。）の属する年度分（通知日が４月１日から６

月30日までの間にある場合にあっては，当該通知日の属する年度の前年度

分）の地方税法（以下この項において「法」という。）第５条第２項第１

号に規定する市町村民税（特別区が法第１条第２項の規定により課する同

号に規定する市町村民税を含む。以下「市町村民税」という。）が課され

ている者であって通知日の属する年の前年（通知日が１月１日から６月30

日までの間にある場合にあっては，当該通知日の属する年の前々年）の法

第292条第１項第13号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」と

いう。）が7,000,000円以上であるもの及び別に定めるものの交付を受けて

いる者を除く。）」に改め，同条各号を削り，同条に次の１項を加える。
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　２　第２種敬老乗車証の交付の対象となる者は，前項の規定による第１種

敬老乗車証の交付の対象となる者のうち，北区，左京区，右京区，西京

区及び伏見区の区域内で別に定める地域内に住所を有するものとする。

　　第２条を第３条とし，第１条の次に次の１条を加える。

　（敬老乗車証の種類）

　第２条　敬老乗車証の種類は，第１種敬老乗車証，第２種敬老乗車証及び

敬老乗車券とする。

　　別表第１中「第４条関係」を「第５条関係」に改め，同表備考以外の部

分を次のように改める。

種　類 区　　　　　　　分 負　担　金

第１種敬老

乗車証及び

第２種敬老

乗車証

通知日の属する年度分の市町村民税が課されてい

ない者又はこれに準じる者として別に定めるもの

円

9,000　

通知日の属する年度分の市町村民税が課されている

者であって通知日の属する年の前年の合計所得金額

が2,000,000円未満であるもの又はこれに準じる者と

して別に定めるもの

15,000　

通知日の属する年度分の市町村民税が課されてい

る者であって通知日の属する年の前年の合計所得

金額が2,000,000円以上4,000,000円未満であるもの

30,000　

通知日の属する年度分の市町村民税が課されてい

る者であって通知日の属する年の前年の合計所得

金額が4,000,000円以上7,000,000円未満であるもの

45,000　

敬老乗車券

5,000 円以下

の範囲内で別

に定める額

　　別表第１備考１中「敬老乗車証」を「第１種敬老乗車証及び第２種敬老

乗車証」に改める。
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　　別表第２中「第７条関係」を「第９条関係」に，「交付申請者」を「第

１種敬老乗車証又は第２種敬老乗車証の交付を受けようとする者」に改め

る。

　　別表第３中「第８条関係」を「第10条関係」に改める。

附 則

（施行期日）

１　この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める

日から施行する。

　⑴　次項の規定　この条例の公布の日

　⑵　第１条並びに附則第３項，第５項，第６項（京都市乗合自動車旅客

運賃条例（以下「乗合自動車条例」という。）第12条第１項第３号の改

正規定中「本市の区域内に住所を有する70歳以上の者（」及び「に限

る。）」を削る部分に限る。）及び第７項（京都市高速鉄道旅客運賃条例

（以下「高速鉄道条例」という。）第10条第１項第３号の改正規定中

「第２条第１号」を「第２条」に改める部分を除く。）の規定　令和４

年10月１日

　⑶　第２条並びに附則第４項，第６項（乗合自動車条例第12条第１項第３

号の改正規定中「本市の区域内に住所を有する70歳以上の者（」及び

「に限る。）」を削る部分を除く。）及び第７項（高速鉄道条例第10条第

１項第３号の改正規定中「第２条第１号」を「第２条」に改める部分に

限る。）の規定　令和５年10月１日

（準備行為）

２　敬老乗車証（運賃を支払うことなく，又はその券面額に応じて高齢者が

公共交通機関の一部を利用することができる証票をいう。）の交付その他

これを交付するために必要な準備行為は，第１条及び第２条の規定の施行

前においても行うことができる。

（交付対象者に関する経過措置）
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３　昭和27年10月１日以前に生まれた者に関する第１条の規定による改正後

の京都市敬老乗車証条例（以下「改正後の条例」という。）第２条第１号

の規定の適用については，同号中「75歳」とあるのは，「70歳」とする。

４　昭和31年10月１日以前に生まれた者に関する第２条の規定による改正後

の京都市敬老乗車証条例第３条第１項の規定の適用については，同項中

「75歳」とあるのは，次の表の左欄に掲げる区分に応じ，同表の右欄に掲

げる字句とする。

昭和28年10月１日以前に生まれた者 71歳

昭和28年10月２日から昭和29年10月１日までの間に生まれた者 72歳

昭和29年10月２日から昭和30年10月１日までの間に生まれた者 73歳

昭和30年10月２日から昭和31年10月１日までの間に生まれた者 74歳

（負担金に関する経過措置）

５　有効期間の満了の日が令和５年９月30日である第１種敬老乗車証及び第

２種敬老乗車証に関する改正後の条例別表第１の規定の適用については，

同表中「9,000」とあるのは「6,000」と，「15,000」とあるのは「10,000」

と，「30,000」とあるのは「20,000」と，「45,000」とあるのは「30,000」と

する。

（関係条例の一部改正）

６　乗合自動車条例の一部を次のように改正する。

　　第３条第１項中「条例」の右に「又は他の条例」を加える。

　　第12条第１項第３号中「本市の区域内に住所を有する70歳以上の者（」

を削り，「第２条第１号」を「第２条」に改め，「に限る。）」を削る。

　　第13条第１項中「回数券」の右に「並びに京都市敬老乗車証条例の規定

により交付された敬老乗車券（同条例第２条に規定する敬老乗車券をいう。

以下同じ。）」を加え，同条第２項前段中「の乗車券」を「の普通券又は回
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数券」に改め，同項後段中「追徴又は払いもどしする」を「追徴し，又は

払戻しをする」に改める。

　　第15条第１項中「乗車券の様式を変更した」を「乗車券（敬老乗車券を

含む。次条において同じ。）の様式に変更があった」に，「又は回数券」を

「若しくは回数券又は京都市敬老乗車証条例の規定により交付された敬老

乗車券」に，「使用し，又は新乗車券との引換えを請求する」を「使用す

る」に改め，同条第２項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を

加える。

　２　乗車券の様式に変更があった場合は，その変更前に発売した普通券又

は回数券を所持する旅客は，新乗車券との引換えを請求することができ

る。

７　高速鉄道条例の一部を次のように改正する。

　　第10条第１項第３号中「本市の区域内に住所を有する70歳以上の者（」

を削り，「第２条第１号」を「第２条」に改め，「に限る。）」を削る。

提案理由

　敬老乗車証の交付の対象となる者の年齢を引き上げ，負担すべき費用を改

定するとともに，敬老乗車券に係る制度を導入する等の必要があるので提案

する。


